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令和８年２月５日
第２回静岡県循環器病対策推進協議会

資料４

第２次静岡県循環器病対策推進計画の進行管理
(2) 第２次静岡県循環器病対策推進計画の中間評価方針

「生きる」を支える　～挑戦とスピード感あふれる仕事から～



法第11条第４項において、県は、県における循環器病の予防並びに循環器病患者等に
対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供に関する状況の変化、循環器病に関する研
究の進展等を勘案し、並びに県における循環器病対策の効果に関する評価を踏まえ、少なく
とも６年ごとに、この計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努め
なければならないとされています。

県では、県循環器病対策推進協議会及び各部会を中心に、本計画の目標達成に向けて
評価を行い、本評価を踏まえ、３年を目途に中間評価を行うとともに、2030年度からの次期
計画を策定します。

その際、最新の知見を踏まえ、進捗管理について、PDCAサイクルに基づく改善を図り、施策
に反映するよう努めてまいります。

　第２次静岡県循環器病対策推進計画
第５章　計画の推進体制と評価

 　第４節　計画の評価・見直し
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令和７年６月18日
厚生労働省

第14 回循環器病対策推進協議会
資料１－１



　中間評価のコア指標（脳卒中）
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No コア指標案（国計画） 対応する指標（県計画）
1 喫煙率 20歳以上の者の喫煙率

2 脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な医
療機関数

脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な医
療機関数

3 脳梗塞に対する血栓回収療法の実施可能な医療機関数 脳梗塞に対する血栓回収療法の実施可能な医療機関数

4 脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数 脳卒中リハビリテーションが実施可能な医療機関数

5 特定健診受診者の収縮期血圧130mmHg以上の割合
及び拡張期血圧80mmHgの割合

高血圧の指摘を受けた者のうち現在治療を受けていない者
の割合

6 脳梗塞に対するt-PA療法による血栓溶解療法の実施件数 脳梗塞に対するt-PA療法による血栓溶解療法の実施件数
（算定回数）

7 脳梗塞に対する血栓回収療法の実施件数 脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓回収術
等）の実施件数（算定回数）

8 脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数 脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回
数）

9 救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平
均時間

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平
均時間

10 在宅等生活の場に復帰した患者の割合 在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合

11 脳血管疾患の年齢調整死亡率 脳卒中の年齢調整死亡率（人口10万人対）



　中間評価のコア指標（心血管疾患）
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No コア指標案（国計画） 対応する指標（県計画）
1 喫煙率 20歳以上の者の喫煙率

2 心大血管疾患リハビリテーション科届出医療機関数 心大血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数

3 特定健診受診者の収縮期血圧130mmHg以上の割合
及び拡張期血圧80mmHgの割合

高血圧の指摘を受けた者のうち現在治療を受けていない者
の割合

4 PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、90分以内
の冠動脈再開通割合

PCIを施行された急性心筋梗塞患者数のうち、90分以内
の冠動脈再開通件数（算定回数）

5 入院心血管リハビリテーションの実施件数 入院心血管リハビリテーションの実施件数（算定回数）

6 外来心血管リハビリテーションの実施件数 外来心血管リハビリテーションの実施件数（算定回数）

7 救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平
均時間

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに要した平
均時間

8 虚血性心疾患、心不全、大動脈疾患及び心血管疾患の
年齢調整死亡率 心血管疾患の年齢調整死亡率（人口10万人対）
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令和７年10月27日
厚生労働省

第15 回循環器病対策推進協議会
資料１
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　中間評価の方針案

○　ロジックモデルに従って指標の進捗状況の評価を行う。

○　令和８年度の中間評価に当たっては、指標の中から国のコア指標に対

応する指標を重点指標として評価する。

以下のとおり中間評価を実施することとしてはどうか。


